
認定実技審査の一人評価者制に伴う審査員への注意事項 

 

1．認定実技審査は、養成施設を卒業するにあたり受審者の実技能力を評価するもの

であり、臨床の現場での即戦力になり得るか否かを評価するものではありません。 

 

2．「平成 30 年度改訂版 認定実技審査要領」を再度熟読し、審査の実施方法などを

再確認してください。 

 

3．養成施設からの報告があり、下記のような事項が委員会で問題点として取り上げ

られましたので審査員は自覚を持ち、受審者が十分実力が発揮できるように配慮をし

て審査にあたってください。 

・パワハラ、セクハラ、高圧的・威圧的な言動 

・審査中のあくび、ため息、よそ見等、受審者に不信を抱かせる行動 

・審査中の携帯電話・スマートフォンの操作 

・時間厳守（遅刻等） 

  

4．認定実技審査要領に沿った審査を実施し、審査当日に審査方法等を変更しないで

ください。 

 

5．整復実技審査のカードを 2 回引いたという事例報告がありました。引くのは 1 回

ですので、引き直しは行わないでください。また、引いたカードと違う実技項目を行

った場合にはＣ評価にしてください。 

 

6．整復実技において、題材を誤った受審者に対して指摘は行わないでください。 

 

7．三角巾提肘の場合、頸部の動脈の圧迫は減点対象ですが、三角巾の端が床につい

ていたことは減点対象ではありません。 

 

8．柔道実技において、やり直しは受審者が申告した場合にはやり直すことはできま

すが、審査員がやり直しの指示を行うことはできません。やり直しの指示は行わない

でください。 

 

9．柔道の形の出題は、形を行う直前に出題してください。また、受審者からの出題項

目の再確認に対して応じてください。 

 

10．審査当日、審査前の打ち合わせで養成施設と意思の疎通を図り、特に受審者への

配慮（けが人やＬＧＢＴ等）が必要な受審者には共通した認識の下、審査を行ってく

ださい。 

 



11．審査日前に学校独自の方法等の資料を受け取るといった事前調整は行わないでく

ださい。 

 

12．意見交換会終了までが審査なので、意見交換会に参加できるように余裕をもって

帰りの交通機関の予約を行ってください。 

 

13．審査の途中での審査員と立会人間の話し合いは、受審者に不信感を与えかねない

ので、事前にしっかり打ち合わせを行い、話し合いが必要になった場合には審査が終

了してから行ってください。 

 

14．柔道実技審査は、十分な準備運動を行って実施してください。 

 

15．道場の広さや形状によるアンケート評価の減点はしないでください。 

 

16．体形の変化により柔道衣のサイズが多少合わなくても考慮してください。 

 

17．受審者一人一人妥当な評価であるかを自問自答のうえ、評価してください。 

 

18．認定実技審査の柔道衣については全日本柔道連盟の規定を基準としております。

下記の通り、この基準を基に審査を行ってください。 

 


